
令和６年度 札幌市第二かしわ学園事業計画（案） 

 

第１ 基本方針 

 

 札幌市第二かしわ学園の運営は、令和６年度より１５年目に入ります。新型コロナウイルス感

染症が発生して４年が過ぎました。前年度は新型コロナウイルス感染症が５類に移行したもの

の、感染・予防の対策を講じ、それに伴って活動内容の変更等をし学園運営を行ってまいりまし

た。 今年度の活動は感染・予防の対策は継続されるものもあることから、取り組み方全てにお

いて元の形に戻すことはできませんが、活動内容については全て戻していきます。         

札幌市第二かしわ学園は「作業・日常生活・文化レクリエーション活動を行うことにより、日々

の生活の充実とともに、社会自立を促すこと」を設置目的（基本方針）としています。更なる施

設の設置目的（基本方針）の成果を上げることを目標に、利用者の日常生活能力、社会生活能

力、働く意欲と技術、自立能力の育成と向上に努め、意思を尊重しながら利用者が充実した地域

生活が送れるよう個別支援計画に基づき、きめ細やかに一人ひとりの障がい等の状況に応じた作

業・日常生活・文化レクリエーション活動の支援を提供します。そして、一人を大切にした福祉

を目指した利用者支援に努めます。この１４年間の間に利用者は重度化傾向にあり支援を要する

方が多くなっています。また、利用者や家族が年を重ね家族構成も変化しており、学園に通園す

ることが難しい状況などが見られています。利用者及び家族の思いを受けとめ、共に考え寄り添

いながら支援をしていきます。そして、支援体制の充実を目指すためにも職員の支援力を高め、

適正な管理運営と安心して学園に通っていただけるよう努めてまいります。  

 さらに、地域住民の声を常に受けとめ、札幌市の公共施設として札幌市民の期待に応えられるよ

うに、共生社会を目指した透明性の高い管理運営を行います。 

 

第２ 重点事項 

 

  １ 虐待防止に向けた取り組み 

      障がい者の支援は、職員一人ひとりに利用者の尊厳の保持と人権の擁護の姿勢がなければ  

より良い支援につながりません。ましてや虐待は絶対にあってはならない行為です。虐待防  止

委員会を設置し、虐待が起こらないよう職員の虐待防止の意識向上や研修、情報提供の機  会を

随時設け、虐待防止責任者（学園長）の指導の下、全ての職員が利用者の尊厳の保持と  人権擁

護の姿勢の意識を高く持ち、虐待のない施設環境作りを目指します。 

   また、職員の勤務形態がそれぞれ異なるため、日々の情報提供の機会を増やすことで情報  

の共有化を図り、虐待防止に努めます。 

 （１）全職員対象に、虐待防止のためのセルフチェックを行います。 

 （２）准職員を含めた常勤職員をはじめ、パート職員に対しても打ち合わせ等を勤務内に実施   

し、常勤職員同様に情報提供を行います。 

 （３）年度当初に障害者虐待防止法に関する基本的な理解や、人権尊重の意識の向上を図るこ   

とと、札幌市第二かしわ学園虐待防止マニュアルの確認をするために虐待防止研修を実施   

し、虐待防止に努めます。 

 （４）身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を設置し、その結果を職員に報告し   

ます。年度当初には身体拘束等について適正化を図るための指針を職員全員に周知徹底し   

ます。また、身体拘束等をやむを得ない理由と状況で行う場合について、札幌市第二かし   わ

学園「安全を確保するための身体拘束」を要する利用者の支援マニュアルを定期的に見   直し

と整備をし、職員に周知徹底と研修（虐待防止研修とリンクしながら）を行っていき   ます。 

 

 

 ２ 支援体制の充実 
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    障がいの状況は自閉症や強度行動障害を伴う方が多く重度化しており、平均障がい支援区  

分は５を越えています。障がいの状況が重度化している上に、年齢を重ねた利用者が少しず  つ

増え二極化の傾向が見られてきています。一人ひとりの状況に対応できるよう支援体制の  充

実に努めます。 

   また、利用者の人権尊重と意思尊重に配慮しつつ、利用者本位のサービス提供に努めると  

ともに、利用者・家族、並びに札幌市との連携を図り、円滑な事業運営に努めます。 

 

 ３ 日中活動の充実 

     日常生活を営む上で必要な食事、歯磨き等の身辺処理、健康管理の提供に加え、生産的・  

創作的な作業活動や利用者のニーズが高いレク活動、体育活動等、また外出する機会を積極  的

に取り入れ、「生活の張り」や「生きがい」、「余暇活動」に重点を置いた日中活動の充実  を

図ります。 

  

 ４ 定員の維持 

     学園の運営開始当初から課題としていた定員は５０名はほぼ達成しております。今年度は  

新規利用者の予定はありませんが、学校や相談室などと連携し今後新規利用者の入所に繋が  

るよう努めてまいります。感染症等の影響や年齢を重ねた利用者、家族が増えたことに伴う  影

響等で登園率が下がっているため、定員の維持と利用者の登園率の向上に努めます。 

 

 ５ 研修体制の充実 

   支援サービスや職員倫理の向上を目指し、内部研修を開催するとともに外部の研修会へ積  

極的に参加します。 

    ○研修別実施計画 

 

  

研修の種類 

 

令和５年度実施実績 令和６年度実施計画 

回数 延人数 回数 延人数 

派 

遣 

研 

修 

専門研修 １０ １０ ３ ３ 

資格取得研修 ０ ０ ２ ２ 

階層別研修 ６ ６ ２ ２ 

その他 １ １ ２ ２ 

内 

部 

研 

修 

 

専門研修  ９ １７０ ７ １６８ 

新任研修 ７ ７ １ ２ 

施設視察 ０ ０ １ ２ 

階層別研修 １ １２ ３ ２８ 

その他 １ １３ １ ２ 

 

 ６ 実施事業 

     生活介護事業  定員５０名 

 

第３ 利用状況と職員配置 

 

 １ 利用者の状況  (令和６年４月１日の見込み) 

     契約者数は５２名の見込みです。 

    〈年齢の状況〉 

 

    

 

  

年齢 １８才～ ２０才～ ３０才～ ４０才～ ５０才～ ６０才～ 合計 平均年齢 

男性 ０ ２１ ５ １１ ３ ０ ４０人 ３３.９才 

女性 ０  ５ ３  ３ １ ０ １２人 ３５.３才 

合計 ０ ２６ ８ １４ ４ ０ ５２人 ３４.２才 



    〈障がい支援区分の状況〉 

区分 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 合計 平均区分 

男性 ０  ８  ９ ２３ ４０人 ５.３８ 

女性 ２  １  ３  ６ １２人 ５.０８ 

合計 ２   ９ １２ ２９ ５２人 ５.３１ 

 

 ２ 職員配置 

職 名 正規職員 准職員 ﾊﾟｰﾄ職員 合 計  

 

 

 

 

 

 

 

       

学園長 １       １ 

副学園長 １       １ 

主査 ３       ３ 

支援員 ９ ６ ４．９ １９.９ 

看護師      ０．５   ０.５ 

主事 １     １.０ 

運転手   ０．５   ０.５ 

合 計 １５ ６ ５．９ ２６.９ 

 

第４ 運営方針 

 

 １ 日中活動 

   作業活動は、木製玩具磨き作業、ウニ板選別作業の各下請け作業、単発の受注作業（チラ  

シの丁合作業など）、アルミ缶つぶし作業、紙すきによる工芸品づくり、農耕を行います。 

   また、班活動やレクリェーション活動等の園内活動や外出活動を充実し、社会的経験の機  

会を提供します。 

     さらに、健康管理、体力作りにも重点を置いた体育活動等を行います。 

 

 ２ 送迎サービス 

   送迎サービスは、ニーズの高いサービスとなっていることから、引き続き送迎車３台で６  

方面の送迎を行います。 

 

 ３ 給食提供サービス 

   管理栄養士のもと嗜好調査や季節にあった献立の工夫をするなど利用者の皆さんに喜んで  

いただける給食の提供に努めます。 

   なお、給食調理業務は、専門業者に委託します。 

 

 ４ 防災・事故防止 

     火災や地震を想定した定期的な避難訓練・消防訓練を実施し、防火・防災に対する利用者  

や職員の意識向上に努めます。また、災害時の備えについても準備や研修を行っていきます。 

   また、事故防止に向けてヒヤリハット報告等の情報共有の徹底を図り、業務の見直し、改  

善を行うことで再発防止に努めます。交通事故に関しても未然防止や交通安全に対する意識  

の啓発を図ります。 

 

 ５ 適正な事務執行と省エネ対策の実施 

     施設運営の効率化と事務費、事業費の節約意識を啓発しながら適正な事務執行に努めます。 

   また、札幌市の条例に基づき省エネルギー対策として、エネルギー使用量の見える化を実   

施し、定期的に情報共有を図り意識向上に努め、更なる節電、節水やゴミの減量などの取   り

組みを行い、環境に配慮した施設管理を行います。 



 

 ６ 家族との連携について 

     利用者の多くが自宅から通所しており、家族との連携・連絡はより良い利用者支援の大切  

な要素です。家族と利用者支援の共通基盤にたち、日々の連絡帳や懇談会、毎月の学園通信  な

どをとおして施設の状況などの情報発信をきめ細かく行い、より信頼関係が深いものにな  る

よう努めます。 

 

 ７ グループホームとの連携について 

      利用者の方でグループホームを利用している方がおり、施設の状況などの情報を共有しな  

がらグループホームの支援員や関係機関との連携・連絡を図り、利用者が安心して通所がで  き

る環境作りに努めます。 

 

 ８ 実習生の受け入れ 

     大学や専門学校で福祉を学ぶ学生や、教員を目指す学生を中心に、社会福祉援助技術現場  

実習、介護等体験実習、社会教育・福祉教育体験実習等を受け入れます。 

     実習生が、職員の援助で直接介護にあたることは、障がい者理解を促し、支援のあり方に  

ついて学ぶ機会であるため、適切な助言に努め、福祉人材の育成を図ります。 

   また、養護学校等の在校生の現場実習についても進路を決める大事な経験となるため、受  

け入れを行っていきます。 

 

 ９ ボランティアの受け入れ 

     施設に対する理解と地域との交流を促進するため、地域のボランティア団体、利用者家族、  

学生等の各種ボランティアを受け入れます。 

     施設としても、近隣地域へのボランティア活動や自治会活動へ参加出来るよう計画します。 

 

１０ 苦情解決 

     利用者や市民からの苦情や要望等に適切に対処するため、苦情解決責任者（学園長）及び  

苦情受付担当者（副学園長）を配置するとともに第三者委員を置き、迅速かつ適切に対応し  ま

す。 

 

１１  感染症対策 

      利用者、職員の体調管理及び建物等の消毒、換気を行い、感染予防の取り組みに努めます。 

 

１２ 聴聞の手続きに関する事項 

   指定管理業務の仕様書に基づき、聴聞の手続きに関する必要な事項が生じた場合について  

は、札幌市聴聞等に関する規則（平成 6年規則第 51 条）に準じた取扱いを行います。 

           

































令和６年度 年間計画表(案)         別紙３ 

    令和６年３月 

４    月 ５    月 ６    月 ７    月 ８    月 ９    月 

      

1 月  1 水 レク活動 1 土  1 月  1 木 プール 1 日  
2 火 班活動 2 木  2 日  2 火 班活動 2 金  2 月  
3 水 レク活動 3 金  3 月  3 水 選択外出・レク活動 3 土  3 火 班活動 
4 木  4 土  4 火 班活動 4 木 プール 4 日  4 水 選択外出・レク活動 
5 金  5 日  5 水 選択外出・レク活動 5 金  5 月  5 木 選択外食開始 
6 土  6 月  6 木 プール開始 6 土  6 火 お盆特別日課 6 金  
7 日  7 火 班活動 7 金  7 日  7 水 お盆特別日課 7 土 学園祭（全体行事） 

8 月  8 水 花見（生活行事、弁当） 8 土  8 月  8 木 お盆特別日課・プール 8 日  
9 火 班活動 9 木  9 日  9 火 班活動 9 金  9 月  
10 水 レク活動 10 金  10 月  10 水 ボウリング大会 10 土  10 火 班活動 
11 木  11 土  11 火 班活動 11 木 プール 11 日  11 水 グラウンドゴルフ大会 
12 金  12 日  12 水 選択外出・レク活動 12 金  12 月  12 木 選択外食 
13 土  13 月  13 木 プール 13 土  13 火 班活動 13 金  

14 日  14 火 班活動 14 金  14 日  14 水 選択外出・レク活動 14 土  
15 月  15 水 選択外出開始・レク活動 15 土  15 月  15 木 プール 15 日  
16 火 班活動 16 木  16 日  16 火 班活動 16 金  16 月  

17 水 レク活動 17 金  17 月  17 水 選択外出・レク活動 17 土  17 火 班活動 
18 木  18 土  18 火 班活動 18 木 プール 18 日  18 水 選択外出・レク活動 
19 金 報奨金 19 日  19 水 グラウンドゴルフ大会 19 金 報奨金 19 月  19 木 選択外食 
20 土  20 月  20 木 プール 20 土  20 火 班活動 20 金 報奨金 
21 日  21 火 班活動・報奨金 21 金 ハイキング（全体行事、弁当）報奨金 21 日  21 水 選択外出・レク活動・報奨金 21 土  
22 月  22 水 選択外出・レク活動 22 土  22 月  22 木 プール 22 日  
23 火 班活動 23 木  23 日  23 火 班活動 23 金  23 月  

24 水 レク活動 24 金  24 月  24 水 選択外出・レク活動 24 土  24 火 班活動 
25 木 避難訓練 25 土  25 火 班活動 25 木 プール・避難訓練 25 日  25 水 選択外出・レク活動 
26 金 【全体懇談会】 26 日  26 水 選択外出・レク活動 26 金  26 月  26 木 選択外食・避難訓練 

27 土  27 月  27 木 プール・避難訓練 27 土  27 火 班活動 27 金  
28 日  28 火 班活動 28 金  28 日  28 水 選択外出・レク活動 28 土  

29 月  29 水 選択外出・レク活動 29 土  29 月  29 木 プール・避難訓練 29 日  
30 火 班活動 30 木 避難訓練 30 日  30 火 班活動 30 金  30 月  
   31 金     31 水 選択外出・レク活動 31 土     



１０   月 １１   月 １２   月 １   月 ２   月 ３   月 

      

1 火 班活動（スポーツ大会） 1 金  1 日  1 水  1 土  1 土  
2 水 選択外出・レク活動 2 土  2 月  2 木  2 日  2 日  
3 木 選択外食 3 日  3 火 班活動 3 金  3 月 【個別懇談会開始～２0日】 3 月  
4 金 見学（ドライブ）旅行（全体行事） 4 月  4 水 レク活動 4 土  4 火 班活動 4 火 班活動 
5 土  5 火 班活動 5 木 選択外食 5 日  5 水 レク活動 5 水 レク活動 

6 日  6 水 選択外出・レク活動 6 金  6 月  6 木  6 木  

7 月  7 木 選択外食 7 土  7 火 正月特別日課 7 金  7 金  
8 火 班活動(スポーツ大会) 8 金  8 日  8 水 正月特別日課 8 土  8 土  
9 水 選択外出・レク活動 9 土  9 月  9 木 正月特別日課 9 日  9 日  
10 木 選択外食 10 日  10 火 班活動 10 金  10 月  10 月  
11 金  11 月  11 水 レク活動 11 土  11 火  11 火 班活動 
12 土  12 火 班活動 12 木 選択外食 12 日  12 水 レク活動 12 水 レク活動 

13 日  13 水 選択外出・レク活動 13 金  13 月  13 木  13 木  
14 月  14 木 選択外食 14 土  14 火 班活動 14 金  14 金 【全体懇談会】 
15 火 班活動 15 金  15 日  15 水 選択外出・レク活動 15 土  15 土  
16 水 選択外出・レク活動 16 土  16 月  16 木  16 日  16 日  
17 木 選択外食 17 日  17 火 班活動 17 金  17 月  17 月  
18 金  18 月  18 水 もちつき会 18 土  18 火 班活動 18 火 班活動 
19 土  19 火 班活動 19 木  19 日  19 水 レク活動 19 水 レク活動 
20 日  20 水 選択外出・レク活動 20 金 報奨金 20 月  20 木 【個別懇談会終了】 20 木  
21 月 報奨金 21 木 選択外食・報奨金 21 土  21 火 班活動・報奨金 21 金 報奨金 21 金 報奨金 
22 火 班活動 22 金  22 日  22 水 選択外出・レク活動 22 土  22 土  
23 水 選択外出・レク活動 23 土  23 月  23 木  23 日  23 日  
24 木 選択外食 24 日  24 火 班活動 24 金  24 月  24 月  
25 金  25 月  25 水 レク活動 25 土  25 火 班活動 25 火 班活動（ご苦労さん会） 
26 土  26 火 班活動 26 木 避難訓練 26 日  26 水 レク活動 26 水 レク活動 
27 日  27 水 選択外出・レク活動 27 金  27 月  27 木 避難訓練 27 木 避難訓練 

28 月  28 木 選択外食・避難訓練 28 土  28 火 班活動・報奨金 28 金 歩くスキー（体育行事） 28 金  
29 火 班活動 29 金 ダンスパーティー(全体行事) 29 日  29 水 選択外出・レク活動    29 土  
30 水 選択外出・レク活動 30 土  30 月  30 木 避難訓練    30 日  
31 木 選択外食・避難訓練    31 火  31 金     31 月  

 
 



令和６年度 札幌市第二かしわ学園業務分掌 
分  掌  業  務 担  当  者 

  
   札幌市第二かしわ学園 統括 
  
 １ 学園運営・労務関係について 
 
 ２ 人事・管理関係について 
 
 ３ 勤務実績・年休処理等について 
 
 ４ 職員の出張・研修・外勤に関すること 
 
 ５ 職員会議の開催について 
 
  ６ 記録保管・文書・書類整理 
 
 ７ 予算経理関係、職員の届け出に関して 
 
  ８  事務用品管理・物品購入・写真管理・郵便物管
   理等 
  
 ９ 学園たより 
 
１０ 学園通信 
 
１１ 福利厚生 
 
１２  日中活動支援関係について 
   １) 生活に関する支援について 
    
  ２) 作業支援について 
    
  ３) 体育支援について 
    
   
  ４) 保健支援について 
 
１３  給食について               
    
１４ 地域生活支援・自立支援協議会関係 
 
１５ ボランティア担当 
 
１６ 札幌市知的障がい者福祉協会 企画運営委員会 
 
１７ 虐待に関すること 
  
１８ 苦情受付 
 
１９ 入退所・実習担当(学生・養護学校関係) 
 
２０ 個別支援計画担当 
 
２１ 班活動に関すること 
  １) １班に関すること(女子班) 
   
  ２) ２班に関すること(男女班) 
   
   
  ３) ３班に関すること(男女班) 
 
 

 
 日野  
  
○石橋 六田 櫻田 渡邊 竜川 
 
 石橋 
 
○石橋 竜川 
 
○石橋 渡邊 
 
 髙橋泰 
 
○石橋 竜川    
 
○渡邊 竜川 石橋   
 
○渡邊  竜川 
 
   
○渡邊 河合 石橋 
 
○六田 櫻田 石橋 
 
○宮川 野田  
 
 
○河合 ☆櫻田 髙橋（泰） 
 菊地  井本      
○六田 ☆野田 山崎 熊埜御堂  
  中原  山下     
○高橋（智） ☆大山 髙田 宮川  
 田山  山口   
 
 加藤  
 
  渡邊  
   
○石橋 六田  櫻田  
 
○河合 髙橋（泰） 
 
 高橋（智） 
 
 日野（虐待防止責任者） 
 
 石橋   
  
○石橋 六田 櫻田  
 
○六田 櫻田  
  
 
○野田 ☆櫻田 山下 神田     
 
○山崎 ☆宮川 田山 菊地  堀 
 三浦 
 
○髙田  ☆髙橋（泰） 井本 山口  
 向井 
 

                                                   



                                                   
 
  ４) ４班に関すること(男子班) 
 
  ５) ５班に関すること(男子班) 
 
 
２２ 各種行事担当              
    １) ハイキング          
     
  ２) 学園祭             
     
   
 
 
  ３) 見学旅行 
            
  ４) ダンスパーティー   
 
 
 
２３ 各種委員会他 統括 
    
  １) 運営協議会委員 
   
  ２)リスクマネジメント委員 
   
    ３)ハラスメント委員 
   
    ４)防火委員 
   
    ５)受託(入退所)検討委員 
   
    ６)職員研修委員 
   
    ７)給食委員会 
 
    ８)虐待防止委員会 
  
   
   
 
  ９)身体拘束適正化委員会 
 
  １０)ヒャリハット担当 
 
  １１)「安全を確保するための身体拘束」を要する 
      利用者の支援マニュアル担当 
 
２４ 送迎サービスに関すること 
 
２５ その他業務 
  １) 報奨金(工賃)関係 
    
  ２) はまなす編集委員 
     
  ３) 公用車運行・管理関係 
 
 

 
○熊埜御堂 ☆髙橋（智） 中原  
 中野 常川 
○大山 ☆河合 六田 地引 
  星野 
 
 
○大山 ☆櫻田 高田   宮川 
 
○渡邊 ☆六田 櫻田 野田 山崎
 宮川  高田 髙橋（泰） 
 熊埜御堂 高橋（智）大山 河合 
  竜川 
 
○高田 ☆六田 髙橋（智）山崎 
   
○熊埜御堂 ☆河合 髙橋（泰） 
 野田 
 
  
 日野    
  
  石橋(事務局) 
  
○六田 櫻田 
   
○渡邊 佐々木 
   
○日野 石橋 
   
○石橋 六田  櫻田 
    
○石橋 渡邊  
  
○日野 渡邊 髙橋（泰） 
 委託業者調理員 
〇日野 ☆石橋 
 渡邊 六田 櫻田 
 運営協議会メンバー 
 
〇日野 ☆石橋 
 渡邊 六田 櫻田 
〇六田 石橋 
 
〇六田、櫻田 
 
 
○石橋 野崎 山下 菊地 
 
 
○石橋 竜川 
   
〇髙橋（泰）    
   
○石橋  野崎  山下 菊地  
 
 
 

                                                   ※○～リーダー ☆～副リーダー 



法人・団体名　　第二かしわ学園

（単位：千円）

0

133746 132600 135668 138725 142712 683451

1324 1118 1121 1152 1161 5876 0

135070 0 133718 0 136789 0 139877 0 143873 0 689327 0

人件費 106859 107470 109598 110161 112313 546401 0

物件費 10198 10168 10166 10192 10194 50918 0

人件費 0 0

物件費 15178 15616 15596 15897 16269 78556 0

132235 0 133254 0 135360 0 136250 0 138776 0 675875 0

2835 0 464 0 1429 0 3627 0 5097 0 13452 0

0

※　税込みで記載してください。
※　「その他収入」については、「説明等」の欄に当該収入に係る事業名を明記してください。
※　「法人税等」には、法人税、法人住民税、法人事業税等の支払見込額を記載してください。
※　令和5年度以降の収支に変化が生じる見込みの場合には、説明等欄にその考え方を示して下さい。

指定管理
業務

464

自主事業
指定管理
業務

自主事業

13452

0

36271429 5097

事業費

管理に係る収支計画書(様式4-1　指定期間全体)

令和8年度

説明等

計

指定管理
業務

自主事業 自主事業

令和7年度

指定管理
業務

指定管理
業務

自主事業

収入計

その他収入

利用料金収入

指定管理費

支出計

利
益
等

令和5年度 令和6年度

管理費

法人税等

科目

支
出

収
入

利益還元

2835当期純利益

収支

令和9年度

指定管理
業務

自主事業



法人・団体名　　第二かしわ学園

管理費 事業費 小計 ○○事業 ○○事業 小計

指定管理費 0

利用料金収入 132600

その他収入 0 1118

収入計 0 0 0 133718

人件費 107470 107470 0 107470

福利厚生費 331 331 0 331

職員被服費 20 20 0 20

旅費交通費 30 30 0 30

研修研究費 165 165 0 165

事務消耗品費 150 150 0 150

印刷製本費 309 309 0 309

修繕費 200 200 0 200

通信運搬費 640 640 0 640

会議費 16 16 0 16

広報費 850 850 0 850

業務委託費 6213 6213 0 6213

手数料 332 332 0 332

租税公課 50 50 0 50

保守料 198 198 0 198

渉外費 80 80 0 80

諸会費 120 120 0 120

給食費 3167 3167 0 3167

医薬品費 20 20 0 20

保健衛生費 478 478 0 478

被服費 10 10 0 10

教養娯楽費 1474 1474 0 1474

日用品費 580 580 0 580

水道光熱費 4300 4300 0 4300

消耗器具備品費 130 130 0 130

保険料 445 445 0 445

賃借料 3216 3216 0 3216

生産活動 360 360 0 360

車輌費 1436 1436 0 1436

利用者等外給食費 464 464 0 464

その他（　　） 0 0 0

支出計 117638 15616 133254 0 0 0 133254

収支 464 0 0 0 464

利益還元 0 0

法人税等

当期純利益 464

※　それぞれの項欄について、必要に応じて小区分を設定しても構いません。　　　　
※　行が足りない場合は、適宜追加してください。　　　
※　税込みで記載してください（以下、様式４-３から４-５まで同じ）。
※　「利益還元」の項には、利益のうち還元額を記載してください。
※　様式4-3から4-5までにより積算内容を記載してください。

管理に係る収支計画書(様式4-2　令和６年度)

自主事業

収
入

科目

1118

132600

指定管理業務

133718

利
益
等

計

支
出



1.利用料金収入
単位：千円

区分 単位
利用料金
(単価)

利用回数
（見込み）

収入額
（見込み）

算出根拠等
（料金設定、利用回数設定についての考え方等）

午前
午後
夜間
全日
計 0 0
午前
午後
夜間
全日
計 0 0
午前
午後
夜間
全日
計 0 0
午前
午後
夜間
全日
計 0 0
午前
午後
夜間
全日
計 0 0

0

収支計画書の積算根拠（収入）（様式４-３　　第二かしわ学園）

※　行が足りない場合は、適宜追加してください。
※　税込で記載してください。

○○室

合計

○○室

○○室

○○室

○○室



2.その他の収入
単位：千円

項目
収入額
（見込み）

摘要

128,592

一日平均利用人数　41.5名×開園日数　244日
食事提供加算、人員配置加算Ⅲ、福祉専門職員加算Ⅱ・Ⅲ、欠席時対応加算、送迎加
算Ⅰ、送迎加算(重度)、4～5月（処遇改善加算Ⅰ、特定処遇改善加算Ⅰ等、ベースアッ
プ加算、臨時特例交付金）6月～（新処遇改善加算Ⅰ）

4,008
給食費　＠330×233日×41.5名
生活・班活動費他行事費

1,118
生産活動収入　30,000円×12か月
利息配当金　　1,000円
職員給食費　　＠540×233日×6名

133,718

0

133,718

指定管理
業務

指定管理業務収入計

介護給付費

利用者負担金

就労支援事業費

その他（　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　）

利
用
料
金
収
入

事業名

※　自主事業において札幌市その他の機関や団体からの補助金の交付を受ける予定がある場合には、「摘要」欄
に補助金の交付元名、補助事業名、補助率等を簡潔に記載してください。

自主事業

自主事業収入計

※　項目毎に、事業単位で記載してください。
※　行が足りない場合は、適宜追加してください。

合計



単位：千円

管理費 事業費

福利厚生費 331

職員健康診断　　　＠8,030円×14人、＠5,282円×17人
インフルエンザ予防接種　　　　　　　　　＠2,400円×20
人
抗原キット、マスクほか　　　　　　　　　　＠7,586円（年間）

職員被服費 20 作業着、長靴、栄養士白衣等　　　＠5,000円×4回

旅費交通費 30 会議費、旅費　　　　　　　　　　　　　＠30,000円（年間）

研修研究費 165
研修旅費　　　　　　　　　　　　　　　＠80,000円×1人
研修負担金　　　　　　　　　　　　　　＠85,000円（年間）

事務消耗品費 150
事務消耗品費　　　　　　　　　　　　＠12,000円（年間）
事務用品　　　　　　　　　　　　　　　＠30,000円（年間）

印刷製本費 309
カウント料　　　　　　　　　　　　　　　＠19,500円×12か月
コピー用紙、コピー機インク等　　　＠6,250円×12か月

修繕費 200
各所修繕　　　　　　　　　　　　　　＠27,500円×4回
備品修繕　　　　　　　　　　　　　　＠45,000円×2回

通信運搬費 640
通信通話費　　　　　　　　　　　　　＠37,000円×12か月
郵送運搬費　　　　　　　　　　　　　＠16,300円×12か月

会議費 16
家族との全体懇談会　　　　　　　　＠3,000円×3回
給食試食会　　　　　　　　　　　　　＠7,000円（年間）

広報費 850
パンフレット、機関誌用紙　　　　　＠10,000円（年間）
求人誌掲載料　　　　　　　　　　　　＠35,000円×12か月

業務委託費 6213

給食業務委託費　　　　　　　　　　＠426,800円×12か月
機械警備　　　　　　　　　　　　　　＠17,490円×12か月
GHP保守点検　　　　　　　　　　　＠120,450円×2回
除雪　　　　　　　　　　　　　　　　　＠160,000円×4か月

手数料 332

廃棄物処理料　　　　　　　　　　　＠13,400円×12か月
振込手数料等　　　　　　　　　　　＠6,650円×12か月
給食費引落　　　　　　　　　　　　＠6,507円×12か月
電子証明書他　　　　　　　　　　　＠13,300（年間）

租税公課 50 消費税

保守料 198

消防設備点検　2回　　　　　　　　＠64,000円（年間）
ソフトウエア保守料金　　　　　　　＠11,000円（年間）
給湯設備点検　　　　　　　　　　　＠82,500円（年間）
除雪機点検他　　　　　　　　　　　＠40,500（年間）

渉外費 80 利用者、家族見舞い等　　　　　＠80,000円（年間）

諸会費 120 団体加入費　5団体　　　　　　　＠120,000円（年間）

給食費 3167 利用者賄い材料費　　　　　　　＠330円×41名×234日

医薬品費 20
コロナ対策　　　　　　　　　　　　＠10,000円（年間）
予備費　　　　　　　　　　　　　　＠10,000円(年間)

保健衛生費 478
健康診断　　　　　　　　　　　　＠9,000円×52名
消毒薬等　　　　　　　　　　　　@10,000円（年間）

被服費 10 毛布、タオルケット等　　　　　　＠10,000円(年間)

教養娯楽費 1474

行事費用　　　　　　　　　　　　　＠725,600円（年間）
班活動　　　　　　　　　　　　　 　＠365,600円（年間）
生活活動　　　　　　　　　　　　　＠330,000円（年間）
体育活動　　　　　　　　　　　　　＠52,800円（年間）

日用品費 580 トイレットペーパー、ペーパータオル等　＠48,300円×12か月

水道光熱費 4300
電気　　　　　　　　　　　　　　　　＠1,815,000円（年間）
ガス　　　　　　　　　　　　　　　　＠1,584,000円（年間）
水道　　　　　　　　　　　　　　　　＠901,000円（年間）

消耗器具備品費 130
消耗品費　　　　　　　　　　　　　＠90,000円（年間）
器具備品費　　　　　　   　　　　＠40,000円（年間）

保険料 445
施設賠償保険　　　　　　　　　　＠55,450円（年間）
車輌任意保険　　　　　　　　　　＠385,900円（年間）
ボランティア保険　　　　　　　　　＠3,650円（年間）

賃借料 3216

送迎車　3台　　　　　　　　　　　＠152,240円×12か月
軽自動車　2台　　　　　　　　　　＠40,260円×12か月
コピー機・PC等　　　　　　　　　　＠69,120円×12か月
AED　　　　　　　　　　　　　　　　　＠6,380円×12か月

生産活動 360 作業工賃　　　　　　　　　　　　　＠30,000円×12か月

車輌費 1436
車両燃料　　　　　　　　　　　　　＠118,000円×12か月
車輌修繕　　　　　　　　　　　　　＠20,000円（年間）

利用者等外給食費 464 職員食賄い材料費　　　　　　　　＠330円×6食×234日

その他（　　）

計 10168 15616

※　「摘要」欄には支出見込額の算出根拠を記載してください。

支出額（見込み）
摘要

収支計算書の積算根拠（支出・物件費）（様式４－５  令和６年度）

科目

1　指定管理業務

※　行が足りない場合は、適宜追加してください。
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令和６年度 札幌市第二かしわ学園 職員研修計画 

 

１ 目 的   施設職員としての必要な心構えや知識、援助技術を身につける。 

 

２ 予 算      研修旅費    165,000 円 

              

３ 研修内容 

  １）施設内研修 

  ① ４月  虐待防止に関する研修               （日野学園長） 

    ②  ４月  新人職員オリエンテーション        （日野学園長） 

    ③ ５月  送迎車運転講習会                   （日野学園長、石橋） 

  ④ ７月 事例研修                           （六田、櫻田） 

  ⑤ ８月 強度行動障害について研修           （六田、櫻田） 

    （新人職員対象）       

  ⑥１０月 防災研修                           （日野学園長） 

  ⑦１１月 虐待防止研修                       （石橋） 

  ⑧  １月 感染症対策について               （看護師） 

          

                      

 ２）施設外研修 

  ①北海道知的障がい福祉協会 

      全道施設長セミナー          ５月 

      全道施設長研修            ２月 

      全道知的障がい関係職員研究大会       未定   １人 

    権利養護セミナー                      未定   １人 

   

  ②豊平区自立支援協議会  例会 毎月 

     

  ③事業団 階層別研修(インターネット研修）   １２月 

       

    ④その他 

   全国知的障がい福祉関係職員研究大会    １０月    １名 

   サービス管理責任者研修講習                      河合 

      強度行動障害支援者研修（基礎研修）       櫻田     
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札幌市第二かしわ学園現金取扱規定 

 

 

  現金の取扱に関しては、当法人の「経理規定及び経理規定細則」、「札幌市第二かしわ 

学園現金取扱要綱」により、取り扱える範囲等を次のとおり定める。 

 

１ 支出できる小口現金の範囲 

 （１）１件１万円を超えない常用雑費の支払い。 

 （２）慣習上現金をもって支払うものとされている支払い。 

 （３）その他会計責任者が特に必要と認める支払い。 

 

２ 現金保管及び支出 

 （１）金庫等を使用し、安全性の確保に努めなければならない。 

 （２）現金の保管は、直近において支出予定のない高額な現金を保管してはならない。 

 （３）現金の支出については、会計責任者が小口現金出納取扱員を指名し、その指名さ   

れた取扱員が小口現金に係る一切の出納事務を行う。 

 

３  小口現金出納取扱員の業務 

 （１）会計責任者より、小口現金出納取扱員の発令を受け出納業務を行う。 

 （２）毎日の現金出納終了後、その残高と帳簿残高を照合し会計責任者へ報告を行う。 

（３）毎日の出納状況を小口現金出納帳にて、月末に会計責任者へ報告を行う。 

 

４  受領現金の取扱 

    日々入金した現金は、取引金融機関に速やかに預け入れを行う。 
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令和６年度 施設清掃計画 

                                                               令和６年４月 

 

１ 年間計画 

 １)ワックスがけ  年２回 （１１月、３月）  ※これ以外でも状況に応じて実施 

   ①場所  ～   ホール、各班、食堂、玄関、更衣室（２カ所）、相談室     

   ②要領  ～   ２日間に分けて実施 

 

 ２）大掃除     年１回 （１２月下旬） 

   ①場所  ～   ホール、各班、器具庫、物品庫、職員室、食堂、各ロッカー、玄関          

下駄箱、更衣室（４カ所）、トイレ 

②内容  ～   窓拭き、照明のほこり取り、物品庫・器具庫・各ロッカー整理、掃         

除、冷蔵庫掃除、水回り掃除、電子レンジ掃除、事務機器掃除、書         類

整理 

 

２ 通常清掃    毎日 １６：００～ 

 １）トイレ掃除（利用者）  ～ 床掃除、床磨き、便器洗浄、ゴミ集め（捨て） 

                水回り掃除   ※男女職員全員で清掃 

  

 ２）ゴミ収集、ゴミ捨て ～ 男子職員 

                         

 ３）各班掃除・整理について ～ モップで床拭き、物品整理整頓を行う 

                                  

 ４）全体～感染症対策として、毎日消毒を行う（建物内の手すり、窓、床すべて）  

    

３ 週末清掃    職員室掃除 ～ 掃除機がけ（島田）、物品整理・水回り（竜川） 

食堂～水回り（竜川） 

 

４ その他     感染症対策として、毎日消毒を行う。 
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札幌市第二かしわ学園警備計画 

 

 

 施設の秩序を維持し、火災、盗難、破壊等のあらゆる事故の発生を警戒・防止すること

により、財産の保全と人身の安全を図り、円滑な管理運営を行う。  

 

１ 施設内の秩序維持 

（１）館内の巡視により以下の対応等を行う。 

    ・不審者の侵入、利用者への迷惑行為その他の不審な行動、不審物の放置など、第二 

かしわ学園の秩序をみだす行為等を未然に防止すること。 

    ・放置物の除去等により避難誘導動線を確保すること。 

（２）急病、事故、災害発生時、防災の各種警報装置の作動があった場合は適切に対応    

する。 

（３）上記のことに関して、利用者、職員その他からの通報があった場合には、30 分以  

内に現場に急行する。 

 

２ 開館及び閉館の出入り、及び鍵の管理  

（１）鍵を所持しているものが、玄関の鍵を開錠し、施錠を行う。開錠、施錠時間に関し  

て利用者の利便性には特に配慮しながら対応する。また事業の必要性に応じて、利用  者

及び職員の入出館を確保する。 

（２）玄関の鍵の所持は、学園長、副学園長、主査３名の他、予備として（１個）施設に 

  保管。 

（３）鍵の複製については禁じ、また鍵を紛失することが無いよう管理を徹底する。     

 

３ 機械警備 

  日中の時間帯については、職員が定期的に館内の見回りを実施、火災等の未然防止と 

不審者、不審物の警戒を行う。職員が退園した後は、機械警備により警備を行い、緊急 時

には直ちに警備会社より学園長に連絡することとなっている。 

（１） 警備方式： 機械警備 

（２） 委託先  ： 綜合警備保障株式会社 （ALSOK)） 

                    連絡先 ０１２０－８６－２４１３（問い合わせ） 

０１２０－４９－２４１３（ガードマン出動、警報発生） 

（３） 対象区域： 第二かしわ学園施設 

（４）  時間帯 ：  １７時１５分～翌朝８時３０分   

 

４ 玄関インターフォン及び電気施錠 

    部外者の侵入を防止し利用者の安全確保をするため、利用者の利用時間帯は施錠対応 

を行う。 
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    施錠時間帯：９：００～１５：４０ 

 

５ 閉館時の施設内巡視 

（１）日直の職員が施設内巡視を行う。 

給湯ユニットリモコン停止（４／１～１１／３０期間）、電気コンセント、トイレの

暖房スイッチ（冬期間のみ） 

（２）閉館の施錠者が、エアコンの一括停止を行い、施錠者名簿に記載。 

 

６ その他 

（１）警備業法、消防法、労働安全衛生法などの関係法令を遵守する。 

（２）警備は、利用者に不快感、威圧感を与えないよう配慮した警備体制を行う。 

 

  



 

札幌市第二かしわ学園防災計画 

 
 予期しない大規模な地震災害、風水害、火災等が発生した場合に、利用者の生命を守

り、安全を確保するとともに、二次災害を防止し被害の軽減、業務の早期復興を図ること

を目的とする。なお、消防計画と相互補完し、総合的に防災対策を高めるものとする。 
 

＜想定する災害＞ 

・ 札幌市第二かしわ学園の立地条件としては、平岸霊園の高台にある。その為、土砂崩

れや、川の氾濫、津波等による水害の可能性はない。 

 ・想定する災害としては、地震、風水害（台風、竜巻、大雨）、火災とする。 

 

１ 平常時における点検と安全対策 

  施設や施設周辺の点検においては、第二かしわ学園施設、設備の維持に関する要領によ

り実施する。 

 

２ 防災対策委員会 

  （１）構成は消防計画第５条に準じる  

（２）審議事項は第６条に準じる 

 

３ 災害発生時の対応 

（１） 地震 

① 発生時対応 

    ア 机の下や堅固な柱に身を寄せて震動のおさまるのを待つ。 

    イ 出入り口のドア、戸等を速やかに開き出入口を確保する。 

    エ 利用者を施設内の避難場所へ誘導する。 

    オ 施設内避難場所へ到達した後、残室確認をする。 

    カ 各班の担当責任者は利用者の心身の状況、避難状況について隊長へ報告する。 

    キ 火災が発生した場合は、初期消火、消防通報、屋外へ避難する。（消防計画） 

②   施設外避難場所への避難 

    ア 札幌市からの避難勧告、指示があった場合は市指定の広域避難地へ避難行動

をとる。（別表１ 指定避難場所、別表３ 防災情報一覧表） 

    イ 避難場所に到着した場合は、人員・健康状況等を確認し隊長へ報告する。 

③   被害状況への把握 

    ア 施設の倒壊等の場合、札幌市災害対策本部及び障がい福祉課、事業団本部等の



関係機関と連絡を取り早急に利用者の保護に努める。（別表１防災情報一覧表） 

    イ 利用者の安全に万全を期するとともに、利用者の家族と連絡を取り帰宅させ

る。何らかの理由により連絡が取れない場合は必要に応じ保護する。 

④  復旧 

ア 施設が一部破損で、なお更に破損するおそれがある場合は、当分の間、 

施設利用を見合わせる。 

     イ 施設の被害が軽微であって、二次災害のおそれもなく、引き続き使用できる

場合は、活動室、食堂、ホールなどの直接処遇に必要な部分の修理や整理を優先

的に行う。 

（２） 風水害 

① 発生時の対応 

    ア 台風の接近により、被害が想定される場合は、休園とする。 

    イ 登園後に、風雨が急激に悪化し、建物に影響が出る恐れがある場合は、利用者

を施設内の安全な場所へ誘導する。 

    ウ 利用者の心身の状況、建物の被害の状況を確認する。 

    エ 風雨が収まるのを待ち、札幌市の避難指示に従う。 

②   施設外避難場所への避難 

    ア 札幌市からの避難勧告、指示があった場合は市指定の広域避難地へ避難行動

をとる。（別表３ 防災情報一覧表） 

    イ 避難場所に到着した場合は、人員・健康状況等を確認し本部長へ報告する。 

③   被害状況への把握 

    ア 施設の被害状況を把握し、札幌市災害対策本部及び障がい福祉課、事業団本部

等の関係機関と連絡を取り、早急に利用者の保護に努める。（別表３ 防災情報

一覧表、別表４ 家族連絡網） 

    イ 利用者の安全に万全を期するとともに、利用者の家族と連絡を取り帰宅させ

る。だが、何らかの理由により連絡が取れない場合は必要に応じ保護する。 

④ 復旧 

ア 施設が破損し、更に破損するおそれがある場合は、当分の間、施設利用を見

合わせる。 

    イ 施設の被害が軽微であって、二次災害のおそれもなく、引き続き使用できる場

合は、活動室、食堂、ホールなどの直接処遇に必要な部分の修理や整理を優先的

に行う。 

（３） 火災対応 

     消防計画に基づく 

 

 



４ 防災教育 

職員及び利用者に、地震・風水害等の災害時について、日常的に基本的な事がらを身に

つけておくよう防災教育を行う。 

 (１)  地震などの災害についての基礎的な知識 

   ア 最初の数分間がもっとも危険 

   イ なによりも火の始末 

   ウ あわてて外に飛び出さないこと 

   エ 身近なドアを開けること 

   オ 柱の多い場所が安全 

   カ 机やテーブルなどの下にもぐること 

   キ 外へ出るときは頭部を守ること 

 (２)  風水害についての注意事項 

   ア 台風や大雨に関する情報を良く聞く 

   イ 土砂崩れや河川の増水に注意する 

   ウ ガスの元栓は必ずしめる 

   エ 避難できるよう持ち出し品、飲料水を用意する 

 (３)  防災計画の周知徹底 

 (４)  その他必要な事項 

 

５ 防災体制 

（１） 組織体制 

別表２ 自衛消防組織編成表 

 （２） 防災用資材の整備 

地震によって発生する人的、物的被害を最小限にとどめるため、防災用資材の整備

をする。              

  ＜持ち出し品一覧表＞ 

区分 品目 

情報伝達用具 電池式拡声器 メガホン 

消火用具 消化器、屋内外消火設備 

救出、障害物除去用

具 

スコップ、つるはし、ハンマー、ペンチ、ロープ 

救護用具 担架、救急セット 

避難用具 懐中電灯、貸出用車いす 

その他 テント、ビニールシート、燃料 

 

 



 

６ 情報活動 

(１)  情報は正確かつ迅速に伝達されるように努めるとともに、利用者が動揺しないよ

う定期的に伝達するよう配慮する 

 (２)  地震発生にともなう避難などの内容を、利用者及び家族に対し周知徹底する 

 (３)  家族からの問い合わせに対し正確な情報を提供できるよう努める 

(４)  札幌市災害対策本部、豊平消防署平岸出張所、豊平警察署等と連携をとり正確な

情報の入手に努める。（別表３ 防災情報一覧表） 

 (５)  被害の状況について障がい福祉課と事業団へ報告する（別表３ 防災情報一覧表） 

(６)  閉館時に災害が発生した場合、学園長（事故により連絡が取れないときは副学園

長）へ地域住民及び関係機関より連絡が入り、学園長（副学園長）の判断により携帯

電話より一斉メール送信により職員を召集する 

 

７ 組織機構 

  大規模災害が発生したときは、自衛消防隊組織を災害対策本部として設置する 

(１)  災害対策本部組織は消防計画に準じる （別表２ 組織編成表） 

 

８ 職員の非常出勤 

 (１)  職員は、休日及び夜間において、地震等の非常災害が発生したことを知ったとき

は、速やかに出勤することを原則とする。 

   ただし、次の状態にある職員は非常出勤の対象外とする。（「家族」とは同居の親族） 

① 職員もしくは家族が負傷している場合 

② 自宅建物が被災し家族が危険な状態にある場合 

③ 小学生以下もしくは高齢者の家族が自宅にいて、他に保護する家族がいない場合 

④ 家族の所在が不明でかつ連絡が取れない場合 

⑤ 公共交通機関の運行していない時間又は、運休により出勤できない場合 

  ⑥ 職員自身が外出先で帰宅難民となり出勤が不可能な場合 

(２)  職員の連絡は、非常事態緊急通報連絡網による（連絡がつかない場合は、携帯電話

によりメール送信をする）。 （別表５ 職員連絡表） 

 

９ 避難場所の指定 

 (１)  非常災害発生等の避難場所は、第二かしわ学園消防規程の避難場所とする。 

 (２)  札幌市から避難の勧告、指示があった場合は札幌市指定の避難場所とする。（別表

１ 指定避難場所） 

 (３)  避難場所は、利用者・職員及び家族に連絡徹底を計る。（別表４ 職員連絡、別表

５ 利用者連絡表） 



 

10 災害防災訓練 

災害防災対策の円滑な遂行を図るため、災害訓練を防火避難訓練に合わせて計画的に

行う。 

 

11 計画の見直し 

当該計画は、訓練の状況や他の地域での災害の状況等を踏まえて、点検や見直しをし、

最新のものとする。 

 

12 災害時の行動フローチャート  別図１～別図３ 

 

附則 この要網は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 

この要網は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。 

   この要綱は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

   この要綱は、令和元年 10 月 1 日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表１          札幌市指定避難場所 

    施設名                   所在地 

＜一時避難場所＞ 

平岸ぼうず山公園 

 

平岸5条11丁目 

＜広域避難場所＞ 

平岸霊園 

 

平岸5条15丁目 

＜収容避難場所＞ 

極楽寺平岸無常堂 

平岸高台小学校 

札幌平岸高校 

豊平区民センター 

 

平岸5条13丁目 

平岸5条18丁目 

平岸5条18丁目 

平岸6条11丁目 

 

別表２          自衛消防隊組織編成表 

隊長    班名     係員             任務 

 

 

 

 

学 

 

園 

 

長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   通 報 

   連絡班 

 

 

 班長 栄養士 

 班員  事務員 

 

１ 消防機関（１１９番）への通報 

２ 館内への放送連絡（出火場所、消火、避難誘導

） 

３ 関係する官公署、会社、隣接建物への連絡 

 

 

   消火班 

 

 

班員 3班担当 

班員  2班担当 

１ 消火作業の指揮 

２ 消化器による消火活動 

３ 消防隊との連携及び補佐 

 

 

 

 

 

 

 

班長 副学園長 

班員  主査 

     １班担当 

     ２班担当 

     ３班担当 

     ４班担当 

   ５班担当 

１ 出火場所に応じた避難誘導 

２ 避難場所への誘導、再入室者の防止 

３ 非常口の開放 

４ 避難完了者、救助者を本部へ報告 

５ 避難完了の利用者の保護、把握 

 

 

防 護 

  措置班 

班長 栄養士 

班員 事務員 

１ 電気設備、火気設備などの安全措置 

２ 立ち入り禁止区域の設定 

３ 重要書類の搬出、警護 

  安 全 

  救護班 

班長 看護師 

 

１ 救急カバンの持ち出し 

２ 負傷者、要救助者の応急措置 



別表３ 

防災情報一覧表 

   情 報    機 関      機関名        電話番号 

 

行政情報 

 

 

 

法人本部 

札幌市 

北海道 

消防 

警察 

北海道社会福祉事業団 

札幌市障がい福祉課運営指導係 

福祉局障がい者保健福祉課 

豊平消防署平岸出張所 

豊平警察署 

２７１－５５３１ 

２１１－２９３８ 

２３１－４１１１ 

８５２－２１００ 

８１３－０１１０ 

 

ライフライン 

 

電気 

ガス 

水道 

北ガス札幌地区緊急保安ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

北ガス札幌地区緊急保安ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

水道局電話受付センター 

２３３－５５３３ 

２３３－５５３３ 

２１１－７７７０ 

救護情報 

 

 

協力医療機関 

近隣施設 

自治会 

高台病院 

発達支援センターちくたく 

メゾンドルチェ 

８３１－８１６１ 

８２１－００７０ 

８２４－６３３８ 

 

日常取引先 

 

給食 

設備 

 

富士産業株式会社 北海道事業部 

アマダック（電気設備） 

恒栄工業（空調設備） 

２１０－８２２４ 

８６１－７４９７ 

６１３－７０００ 

 

 

 

別表４ 利用者連絡表 （詳細内容は、学園常備） 

職員氏名 住  所 電話番号 

   

   

   

 

別表５ 職員連絡票  （詳細内容は、学園常備） 

利用者氏名 住  所 電話場号 

   

   

   

 

 

 

 



 別図１   地震発生時の行動 

      

 

 

 １ 机の下や堅固な柱に身を寄せて震動のおさまるの

   を待つ 

  

  ２ 出入口を確保する。 

  

  ３ 利用者を施設内の避難場所へ誘導する。 

  

  ４ 施設内避難場所へ到達した後、残室確認をする。 

  

 

 

 ５ 各班の担当者は利用者の心身の状況、避難状況に

   ついて報告する。 

  

 

 

 ６ 火災が発生した場合は、初期消火、消防通報、屋

   外へ避難する。 

  

 

 

 ７ 札幌市からの避難指示があった場合は、その指示

   に従う。 

  

 

 

 ８ 避難場所に到着した場合は、人員・健康状況等を

   確認し本部長へ報告する 

  

 

 

 

 ９ 被害状況について、札幌市災害対策本部及び障が

   い福祉課、事業団本部等の関係機関と連絡を取り

   、利用者の保護に努める。 

  

  10 家族と連絡を取り帰宅させる。 

  

  11 連絡が取れない場合は必要に応じ保護する。 



別図２ 

風水害時の行動 

 

 

 

 １ 風雨が急激に悪化したときは、利用者を施設内の

   避難場所へ誘導する。 

  

 

 

 ２ 利用者の心身の状況、建物の被害の状況を確認す

   る。 

  

  ３ 風雨が収まった時に、札幌市の避難指示に従う。 

  

 

 

 ４ 避難場所に到着した場合は、人員・健康状況等を

   確認する。 

  

 

 

 ５ 施設の被害状況を把握し、札幌市、事業団本部等

   の関係機関と連絡を取る 

  

 

 

 

 ６ 利用者の安全に万全を期するとともに、利用者の

   家族と連絡を取り帰宅させる。何らかの理由によ

   り連絡が取れない場合は必要に応じ保護する。 

  

 

 

 ７ 更に破損するおそれがある場合は、当分の間、施

  設利用はしない。 

 

 

 

 

 

 

 



別図３ 

火災発生時の行動 

 

（初期消火） 

  １ 消火係は、初期消火を行なう。 

 

（通報） 

 

 

 

 

 ２ 通報連絡係は、初期消火不能の場合は、消防署へ通報

   する。 

 

（防護安全措置） 

 

 

 

 

 ３ 防護措置係は、電気設備・火気設備などの安全措置、

  排煙の措置を講ずる。 

 

（避難誘導） 

 

 

  ４ 自衛消防本部を設置する。 

  

 

 

 ５ 大きな声で避難方向を知らせ、非常口から避難誘導す

   る。 

  

 

 

 ６  避難終了後は、残室ゼロ、人員確認を行い、自衛消防

   隊本部に報告する 

  

 

 

 

 ７ 利用者の安全に万全を期するとともに、利用者の家族

   と連絡を取り帰宅させる。何らかの理由により連絡

   が取れない場合は必要に応じ保護する。 

  

 

 

 ８ 更に破損するおそれがある場合は、当分の間、施設利

   用はしない。 
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札幌市第二かしわ学園情報収集等の計画 

 

  

 第二かしわ学園の設置目的である「障がい者の社会的自立の促進」の実現に向け、「地

域生活を支えるためのサービス提供基盤の一層の充実」を考慮し、障がい福祉に関する情

報の収集及び提供を行う。 

 

１ 情報収集の分野と収集方法 

（１）障害者総合支援法に基づく、障害福祉サービスに関する情報を積極的に収集する。 

（２）北海道知的障がい福祉協会、札幌市知的障がい福祉協会をはじめとする各種団体か  

ら発信される定期の情報収集。または、支援サービスの充実に向け、各種研修、セミ  ナ

ー等参加による情報収集。 

（３）豊平区自立支援協議会の地域部会に参加し、豊平区内の各事業者と広く情報交換を  

行い、サービスの充実に努める。 

（４）厚生労働省のホームページ、官公庁からの通知。 

（５）定期刊行物による情報の収集。（福祉新聞、さぽーとなど） 

（６）社会福祉協議会やボランティア団体、養護学校等の教育機関との連携による情報収  

集。 

 

２ 情報提供 

（１）学園通信の発行 （月１回） 

（２）学園だよりの発行（年２回） 

（３）連絡帳による情報提供 

（４）全体懇談会、班別懇談会等による情報の提供 

（５）ホームページによる情報提供     

 

３ 情報の管理 

（１）情報の取り扱いについては、「個人情報の保護に関する法律等」を遵守し、その他  

関係法令に基づき、適正に対応する。 

（２）個人情報のを事業者以外に持ち出しを禁ずる。 
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札幌市及び関係機関との連絡調整 関係機関一覧表 

  関係機関         団 体 名              備 考 

利用者・保護者 
会議 
 

全体懇談会年３回 
班別懇談会年１回以上 
個別懇談会年１回以上 

 
 
 

 地元自治会 
 

平岸南ヶ丘町内会 
メゾンドルチェ第三町内会 

 
 

 行政関係 
 
 
 
 
 
 

障がい福祉課運営指導係 
豊平区保健福祉部 
南区保健福祉部 
白石区保健福祉部 
中央区保健福祉部 
東区保健福祉部 
清田区保健福祉部 

※各区行政機関は、利用者の在籍区
の調整機関 
 
 
 
 
 

 施設関係 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

札幌市かしわ学園 
札幌市ひまわり整肢園 
札幌市子ども発達支援総合セン
ター（ちくたく）、ここらぽ、
さぽこ 
草の実平岸の里 
幌西ほうおん 
相談室みなみ 
相談室支援事業所グリンハイム 
相談室ぽぽ 
相談支援センターみなぱ 
ほっと相談センター 
相談室まーぶる 
株式会社りるむ 
（グループホーム月寒中央） 
株式会社ともいき 
（短期入所かむかむ） 
ノテ福祉会なかま平岸 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

養護学校等 
 
 
 
 
 

北海道札幌伏見支援学校 
北海道札幌伏見支援学校もなみ
学園分校 
北海道札幌養護学校 
札幌市立平岸高台小学校、札幌
市立平岸中学校のぞみ分校 

 
 
 
 
 
 

協力医療機関 医療法人社団 高台病院  

その他の機関 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

札幌市豊平区社会福祉協議会 
札幌市豊平区南平岸地区民生委
員児童委員協議会 
札幌市立平岸高台小学校 
札幌市自立支援協議会豊平区地
域部会 
札幌大学 
北海道整形外科病院 
元気ジョブ 
株式会社 ボンカーズ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 札幌市第二かしわ学園の運営を円滑に進めるため、札幌市第二かしわ学園運営協議会を
設置しております。 


